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経 営 者 リー ダ 三 シ ップ論(序 説)w

一 〇 .テ ィ ー ドの 所 論 を 中 心 と して 一

伊 藤 森右衛門

く1)開 題 一 経 営 者 リー ダ ー シ ッ プへ の ア プ ロ ー一チー

(2)0.テ ィー ドの リー ダ ー シ ツ プ本 質 論(以 上Vol.11.No.2)

(3)0.テ ィー ドの リー ダ ー シ ツ プ資 性論(以 上Vo1.11.No.3-4)

(4)0.テ ィー ドの リー ダ ー シ ツ プ技 法 論(以 上Vol.12.No.4)

(5)リ ー ダ ー シ ッ プ と人 間 関 係 研 究(以 下 本 号)

(1)開 題一 人間関係研究 の展開 と管理学へ の導入一

経 営者 リー ダー シ ップ 論 は,0.テ ィー ドの 如 く,リ ー ダ ー中心 の ア プ ロ

・一チ を と る ものが多 く,し た が っ て,リ ー ダー シ ップ論 は 「資性 論 」 お よび

「技 法 論 」 を主 な 内容 と して い る。 この よ うな伝 統 的 な ア プ ロー チに ひ とつ

の 転 機 を与 え た ものは人 間 関 係研 究 の拾 頭 で あ る。

人 間 関 係研 究 の成 果 は,経 営 者 リー ダー シ ップ論 に 新 しい分 野,す なわ ち

「情 況 論 」 を つ け加 えた ので あ る。 「情 況 論 」 の導 入は,経 営 者 的 観 点 か ら
く　ラ

す る リー ダーシ ップ論 の体系的 なアプ ローチに途を拓いた もの といえ る。 し

か し,人 間関係研究 の成果は,し ば しば誤 って管理学 に導入 され てい る。例

えば管理学に新 し く人 間関係論 とい う領域をつけ加 えた と考 え られた り,人

事 又は 労務管理や 組織問題 の如 き 限 られ た 分野に のみ摂取 された り してい

る。

人 間関係研究 の成果は,管 理学全般の基調に顕著な影響 を与えたのであ っ

(1)拙 著 「経 営 者 リー ダ ー シ ツ プ論 」P.93.
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て,管 理学 の ひ とつ の 領 域 な い し分 野 に 限 る もので は な い。 本 稿 は,0.テ

ィー ドの 「リー ダー ン ップ論 」 を紹 述 して きた ので あ るが,終 りに あた って

人 間 関 係研 究 の成 果 を管 理 学 へ ど の よ うに導 入 す べ きか を 吟味 してみ よ うと

す る もので あ る。 テ ィー ドの 「リー ダ ー シ ップ論 」 が人 間 関 係研 究 の拾頭 と

時 を 同 じ くして い るが,未 だ この研 究 の成 果 を摂取 しては い なか った 。 した

が っ て,彼 の 「リー ダー シ ップ論」 以後 の著 書 を と り上 げ て,ど の よ うに う

け 入 れ てい るか に触 れ てみ た い。筆 者 の意 図は,彼 の 「管 理 論 」 が,人 間 関

係 研 究 の 展 開 を と り入 れ 果 して 「新 しい リー ダー シ ップ論 」 と して展 開 した

か ど うか を 見極 め る こ とに あ る。

テ ィー ドの 「管 理 論 」 に つ い て吟 味 す る まえ に,人 間関 係 研 究 又 は 人 間 関

係 論 そ の もの に対 す る卑 見 を 述べ て おか ね ぽ な らな い。

F.J・ レス リス パ ー ガー(Roethlisberger)が 述 べ てい る よ うに,人 間 関

係 研 究 は,心 理学,社 会学,人 類学,生 理学 お よび工 学 な どの応 用 領 域 で あ

る。 これ らの 研究 成 果 は 「人 間 関 係 の情 況 を診 断 す る」 観 点 な い し方 法 にほ

か な らな い。 した が って,管 理学 の領 域 で は人 間関 係 研 究 そ れ 自体 は入 って
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こな い。 これ ら諸学 の成果 が 「診断 」のための観点又 は方法 と して導入 され

(1)Rober七Sal七 〇ns七all,HumanRelationsinAdnzinrstration,1955.P.66.,涛
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るので あ る。 レス リスバ ー ガ ーの述 べ るよ うに,人 間関 係 の情 況 を 「診 断 」

し うる可能 性 か ら,「 人 間 協 力 の体 制 を 確 立 す る」 た め に実 践 的 な 展 開 と し
くユラ

ての管理,人 事 お よび労 働関 係への寄与があ る。経 営管理が後二つの関係論

を包摂す るのであ るか ら,人 間関係論は管理学全般に対す る観 点お よび方法

の導入 とい って よいのであ る。

人間関係 とい う言葉は,幾 通 りかに使われてい る。第一には人間関係 の研

究 を,第 二 には人 間関係 とい う情 況を,そ して第三には人 間関係 を改善す る

技法,す なわ ち人 間関係管理 を意味す る。第一の研究 は,心 理学 をは じめ と

す る諸学におけ る研究 と,第 三の人間関係 改善 の技 法を求め る実証的研究 と

に分け る ことが 出来 る。管理学 と関連 を もつのは後 者であ るが,し か しこの
'

研 究 とい え ど も諸 学 に委 ね るべ きで,管 理学 の任 務 では な い。

第 二 の情 況 とい う言 葉 も 幾 通 りか に 使 わ れ て い る。 まず 人 間 関 係 の 「空

気 」 又 は 「雰 囲気 」("Workclimate")を 示 す 場 合 で あ る。 情 況 が 良 い と

か 悪 い とか,一 般 的 に 「空気 」 を表 わ す こ と もあ る し,独 裁 的 リー ダー シ ヅ

プ とか 民主 的 リー ダー シ ップ とか,類 型 的 に分 類 され る こと もあ る。前 者 の

場 合 は 人間 関 係 そ の もの で あ る し,後 者 は リー ダーの行 為 お よび 態 度 に 関連

した 使 い 方 で で あ る。

人 間 関 係 の情 況 と生 産性 や 欠勤 率 に結 び つ け る実証 的 研究 も,情 況 を把 握

す る方 法 の応 用 で あ る。情 況 を把 握 す る方 法 は,レ ス リス バ ー ガ ー の い う

「診 断」 で あ っ て,「 診 断 」 に も とつ く 「治 療 」 は,管 理,人 事 お よび 労 働

関 係 の分 野 で 実 践 的 に 展 開 され る。

した が っ て,管 理学 へ 導 入 され る ものは,「 診 断 」 の方 法 と 「治 療 」 とい

う技 法 の二 つ で あ る。 第三 の技 法 が,管 理学 の なか で 生 み 出 され るの で あ る

か ら,い わ ば技 法 のた め の情 況 の把 握 とい うこ とが 出来 る。 また技 法 の効 果

を 知 るた め の情 況 の把 握 で もあ る。 しか し,情 況 とい い,技 法 とい うも,こ

鱒BasedonF .J.Roethtlisberger"HumanRelation",HBR.,Jan.1948.

(1)レ ス リ ス パ ー・一一ガ ー 著,野 田 ・川 村 訳 「経 営 と 勤 労 意 欲 」 。p.143-5.
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.れ らは 主体 的 な立 場 が は っ き り しては じめ て 言 い うる こ とで あ って,第 三 者

'的な立場 か らす る リー ダー シ
ップの情 況 も技 法 もな いはず で あ る。

リー ダー シ ップ の情 況 は,集 団 の統 率 者 を ぬ きに して説 明は 出来 な い。 同

蒔 に,人 間 関 係 の改 善 も統 率 者 の行 為 お よび態 度 と して実現 す る もので あ る

か ら,情 況論 は,資 性 論 と技 法論 を つ な ぐべ き領 域 であ る。 リー ダー シ ップ

の 情 況 や構 造 を客 観 的 な 視 点 で説 明す るのは,諸 学 の 応用 領 域 で あ って管 理

学 のそ れ で は ない 。管 理学 は これ ら諸 学 の成 果 を 主 体 的 な 立場 で 実 践 的 に応

用 す るので あ る。 した が って,リ ー ダ ー シ ップ研 究 は,如 何 な る技 法 が有 効

で あ るか を知 る こ とに あ る し,そ の た め の前 提 と して の情 況 を知 らね ば な ら

な い。 そ して,技 法 の実 践 は リー ダーの行 為 又 は態 度 と関 連 し,し た が って

資 性 論 に もつ なが る。

人 間 関 係 研究 の成 果 は管 理 全般 に 展 開 され る もの で あ っ て,ひ とつ の領 域

・や 分 野 に限 られ る もの で な い。経 営 者が ヨ リ実 践 的 に な ろ うとす る限 り,諸

・学 の成 果 を 経 営管 理 の一 分 野
,又 は一 部 門に 限 って導 入す る こ と もあ る。 し

か し,経 営 管 理 の一 分 野,又 は一 部 門 は,矢 張 り全 体 の なか のひ とつ の 局面

Ψこ他 な らな いの で あ るか ら,全 体 との 関連 を 度 外 視 は 出来 な い。管 理全 般 を

ヨ リ主 体 的 か つ実 践 的 に い えぽ,リ ー ダー シ ヅプの 「場 」 と しての トヅプ ・

マ ネ ジ メ ソ トで あ り,一 分 野,お よび一 部 門 は ミ ドル ・マ ネ ジ メ ソ トな い し

・ロア ・マ ネ ジ メ ソ トで あ る
。

人 間 関 係 を も っ と一 般 的 に 表現 す れ ば,リ ー ダー シ ップの 「場 」 は上 長 と

部 下 との相 互関 係 とい うこ とに な る。 した が って,人 間関 係 は,上 長 と部 下

とい うグル ー プにつ い て眺 め られ るので あ り,主 体 的 かつ 実 践 的 に い えぽ 上

長 の 立 場 な い し観 点で あ る。 言 いか えれ ぽ,管 理 学 の 中で の人 間 関 係論 は,

経 営 者 的 観 点に 立 脚 す る もの で あ り,単 に人 事 管 理 とい う部 門 に のみ摂 取 さ

.れるの で は ない 。 した が って,人 間 関 係 研究 の成 果 は,管 理一 般 と して の経

営 者 リー ダー シ ップ論 の な かに 摂 取 され なけれ ぽ な らな い。人 間 関係 研 究 の

方 法 が客 観 的 な もの で あ るに して も,そ れ らの成 果 は 経 営 者 的観 点 に導 入,
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展 開 して こそ 「診 断」 としての役割 を果 し,「 治療」 としての技 法を選 び う

ることにな る。人 間関係研究 の成果が管 理学 の基調に大 きな影響 を与 えた と

述べたが,筆 者は敢 えて管理学が リーダー シ ヅブ論 として展開 され なければ

な らない よ うに考 えてい る。 テ ィー ドの 「管理論」を吟味 す るにあた って,

彼 の旧著 「リーダーシ ップ論」か らどの よ うな展開を してい るか を明 らかに

し,ひ いては 「管 理論」の特徴を なす諸 点を引 き出 してみたいのであ る。

(2)0.テ イ ー ドの 「管 理 の 本 質 」

論 と民 主 的 リー ダ ー シ ッ プ

0.テ ィ・・一一ドに お け る 「管 理 」 の 概 念 は,次 の3つ の基 礎 的 な考 察 を 前 提

に して理 解 され な けれ ば な らな い。 す なわ ち,① 組 織 体 の諸 目的,② 組 織体

を構 成 す る人 間 的 要 因お よび③ この2つ が 存 在 し生活 して い る全 体 社 会,こ

(1)

れ らであ る。

これ ら3つ の基礎 的な考察を通 じていえ ることは,組 織体,個 人 お よび全

体社 会が,心 理的お よび社 会的な視 点に よって貫かれ てい ることであ る。彼

の旧著 「産業におけ る人 間の本性」は,「 人事管理」,「 リー ダー シップ論」

お よび 「管 理論」に とって出発 点をなす ものであ った といって よい。

しか し,テ ィー ドの人 間研究 は,心 理学的視 点か ら漸 次社会学的視 点に焦

点が移 って きてい ることが認め られ るし,特 に 「管理論」にお いてそ うであ

る。彼に とっていわゆ る人間関係研究 の成果が社会学 的ない し社会心理学的

な視 点を拡大す るに役 立ってい ることはい うまで もない。何故 な らぽ,彼 は

つねに人間関係の科学 的研究が発展 しなけれぽ な らない ことを説 き,彼 自身層

の見解が それ に よって 裏づけ され る ことを 期待 して や まなか った か らであ

る。 しか らぽ,彼 は どの よ うに人間関係研究 の成 果 を摂取 したのであ ろ うか 。,
く　ノ

彼の人間の 「本性論」は,人 間の本性に関す るものであ って,人 間は誰 し

(1)0.Tead,TheArtoプAdministrαtion,1951,p.5.

(2)0.Tead,lnstinctinlndustr)ノ,1918.
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もが 同 じ欲求,動 機 又 は 満足 を もつ ので あ るか ら,同 じア ピー ルや 同 じ方 法

は 同 じ反 応 をす る とい う前 提 に 立 って い る。 しか も,人 間 の本 性 は変化 しな

い とい うこ とか ら,人 間 の本性 を ひ き出 しさ えす れ ば,こ れ らの欲 求,動 機

i又は満 足 に対 す る ア ピー ルや 方 法 に よ って人 間 関 係 の改 善,向 上 をは か る こ

とが 出来 る とす るので あ る。 この よ うな人 間 に 対す る ア ブ ロー チは,一 般 化

した 人 間 を描 き出す に止 ま る もの で あ る し,個 人 と して の人 間 の みが 考 察 さ

れ,そ して,社 会 的,文 化 的 か つ 経 済 的 な環 境 と しての 局 面 が 見失 わ れ て い

る。

テ ィt-一・ドは人 間 の心 理 的 局 面 と して 次 の11の 特 性 を 指摘 して い る。 す なわ

ち,肉 体 的健 全 性,家 族 愛,創 造 欲,所 有 欲,知 識 欲,協 同心,寛 容,正 義

ロ 　

感,美 的 愛,善 的愛,こ れ らで あ る。人 間 の本 性 は,こ れ らの特 性 が 配 合 し

た もの で あ って,言 いか え れ ば,人 格(Personality)そ の もの で あ る。 人

格 は 人 間 の欲 求,動 機 又 は 満 足 の一 体化 した表 徴 と して,そ の 自由 と向上 は

生 活 の最 高 目的 とな る。 同時 に,人 格 の 自由 と向上 は,社 会 生 活 との関 連 に

お い て実 現 され るの で あ るか ら,個 人 と社 会 との関 係 を と り上 げ ざ るを得 な

いo

以上 の よ うな テ ィー ドの思 想 は,「 管 理 論 」 に も継 承 され て い るが,人 間

の 心 理 的 局 面 の み を考 察 して い るので は な く,「 本 性 論 」 に お い てわ ず か に

言 及 して い る社 会 的 な 関連 を重 視 す る立 場 を と る。 す なわ ち 次 の 引用 に よ っ

て も,彼 の 思想 が どの よ うに 展 開 した か を 知 り うる とい って よい 。す なわ ち
じ　ラ

「満足は同時に二 つの方向にお いて追求 され る。一 内的にそ して外的に。」

「自己 とは社会的 な産物 であ り,そ して 〔自己〕の形成又は 向上の過程は,
く　　

社 会的 な過程であ る。」 な ど。

人格が,各 人 の もつ 資性や 属性 の集会 とみ るのは静 的な見方であ り,む し

`1)

(2)

《3)

Tead&Me七calf,PeTsonnelA4〃zinistration,1920.

0.Tead,Adminis〃ation,p.45.

Ibid.,p.46.
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,ろ人格 の形成 又は向上は,い ろいろな集団活動 の うちにおいて実現 され るの

くユ　
'であ る

。 「自己 実 現 」 は,「 共 通 に認 め られ た 目的 〔善 〕 の実 現 に寄 与 す る

もの,一 員 に な る とい うこ と」 で あ って,小 さな集 団 か ら民主 的 社 会 にい た
く　ラ

る まで種 々な組織 におけ る個人を考えなければ な らない。 したが って,彼 は

「人 間の性質の潜在す るものお よび内的要求につ いて理解を もと うとす る こ

とは,組 織体におけ る人 間関係 の意味深い研究 を押 し進め る態度 を啓発す る
く　ノ

こ とに 他 な らな い。 」 とい う。

テ ィー ドは 以 上 の よ うな人 間 の性 質 に 関す る論 述 は,心 理 学,グ ル ー ブ ・

タイ ナ ミッ クス,お よび精 神 衛 生 学 の業 績 に も とつ くもので あ るが,「 本性

論 」 や 「リー ダ ー シ ップ論 」 に お け る と同様 に 民主 的 社 会 の在 り方 に結 び つ

け る点 は 「管 理 論」 に お い て も み られ る と ころ で あ る。 民主 的 社 会 が 「管

理 」 の環 境 と して の影 響 力を もつ と ともに,経 営そ れ 自体 の在 り方,し た が

って 「管 理 の本 質 」 に通 ず る もの と して説 か れ て い る。 しか し,「 本性 論」

や 「リー ダー シ ヅブ論」 で は,人 間 の 本性 か ら出発 して 民主 的 社 会 の在 り方

に ア ブ ローチ してお り,ま た リー ダー シ ップの理 想 と して民主 的社 会 に 及 ん

で い るの で あ るが,こ れ に 対 して 「管 理 論 」 で は 「本性 論 」 か ら 「民主 的社

会」 論 に論 述 をす す め,そ れ を 出発 点 と して 「管 理 の 本 質」 を と り上 げ て い

る。

彼 の 「管 理 論」 の構成 を み る と,「 本性 論」 の まえ に,「 組織 の諸 目的」

論 が あ る。人 間 の諸 活動 は,必 ず や 人 々の協 同 と して営 まれ て い るか ら,組

織 体 の一 般 的性 質 を 明 らか に し,そ れ か ら人 間 と して の性 質,そ して全 体 社

会 との 関連 を考 えね ば な らな いか らで あ る。 「管 理 」 そ れ 自体 の 「場 」 は組

織 体 で あ り,組 織 体 の活動 は人 々の協 同 で あ るか ら,こ れ を 構成 す る人 間 に

考 察 を加 え,ま た これ を包 摂 す る全 体 社 会 の諸 影 響 な い し情 況 に 及 んで い る

の で あ る。

(1)Ibid.,P.58.

(2)Ibid.,P.62-63.

(3)Ibid.,P.62.
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組織 体は そ れ 自体 何 らか共 通 の 目的 を もっ て い る。 組織 体 の 目的 と,こ れ.

を 構成 す る成 員 の 目的 との一 致 が,組 織 体 の活 動 を 有 効 な ら しめ,成 果 を 大

な ら しめ るの で あ るが,こ の一 致 を 単 に人 間 の本 性 で あ る協 同心 とか 寛容 な

どか ら説 明 し終 わ るので は な く,個 人 と社 会 との関 連 に お い て説 か うと して

い るの で あ っ て,「 民 主 的 社 会 」 の 原理 を組 織 体 お よび個 人 に具 現 す る 「管

理 の 本 質」,し た が って,民 主 的 リー ダー シ ップ と して の管 理(Administr-・

ationasDemocraticLea(lgrship)が 意 義 づ け られ るので あ る。

彼 は,他 の 論 者 と同 じよ うに 「管 理 の過 程 」 を 次 の10に 分 ち説 明す る。 す

なわ ち,① 計 画,② 組 織,③ 要 員 配 置,④ 権 限 委譲,⑤ 指 揮 お よび監 督,
　 くめ

⑥ 統制,⑦ 調 整,⑧ 志 気 昂揚,⑨ 評 価,お よび ⑩ 予 測,こ れ らで あ る。 し

か し,彼 も述べ て い る よ うに,経 営 者 の管 理 責 任 を 簡単 に 列 挙 した までで あ

って,権 限,リ ー ダー シ ップ,人 事 機 能,労 使 協 調,統 合 と教 育 訓 練 な ど種
くの

々の問題につ いて吟味 を加 えねば な らない と している。彼が 「管理 の本質」

を権 限をは じめ とす る諸 問題 を選 び出す 考え方に注 目しなければな らない。

彼はあ くまで も管理 を人 間的側 面において捉 え,経 営者 の行為お よび態度 を

中心 に所論を展 開 してい るのであ り,言 いかえれ ば,民 主的 リーダーシ ップ

論 に他な らない。

一 方にお いて権限お よび リー ダーシ ップを上長 であ る 経 営 者 の行 為 お よ

び態度 として論 じてい る し,他 方にお いて,人 事 管理 お よび労 使協調は,制

度的な問題か ら労働者の行 為お よび態度に接 近す るものであ り,い わ ゆ る経

営者 リーダー シ ップ論 の組織的かつ制度的基礎を 明 らかに している もの とい

え よ う。旧著 「リーダーシ ヅプ論」が,上 長 としての経営者 の行為お よび態.

度に限 られ ていた のであ るが,「 管理論」 と しての リーダーシ ップ論は,組 織.

的かつ制度 的な面 を と り入れて,労 働老 の側か らも理解 しよ うと してい る点

が強調 され,こ れ らの考察にはいわゆ る人間関係研究 の成 果簑摂取 され てお・

(1)Ibid.,p.105.

(2)Ibid.,P.115.
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り,か な り進 歩 的 な提 案 が な され て い る。

組織 論 お よび人 間 関係 論 に お い て,上 長 の もつ権 力,地 位,権 限 あ るい は

権 威 の問 題 が と り上 げ られ る。 彼 の 「リー ダ ー シ ップ論 」 に お い て も,如 何

に して リー ダ ーの地 位 に 就 くか とい う考 察 か ら 「資性 論 」 を 展 開 して い るの

く　　

であるが,「 管理 論」では個人 の支配力は,適 切 な 目的,方 法,満 足 お よび

成 果 に もとつ くものであ り,そ して これ ら4つ の手段お よび状態 を合理的 に

利 用 ない し実 現 して こそ部下 とともに建設的かつ好意 的に持続 でき るとして
く　　

い る。 「リー ダー シ ップ論」 に おけ る 「執行 者 と して の リー ダー」 の如 く

くの

「諸資性」 にのみ が強調 されていない。

また,権 限 は,上 長 とい う地位に もとつ く個人 の支配力又 は影響力で ある

と解 され るが,権 限 の 行 使 は 判 断 の 適 切 さ に よ って有効 となる ものであ

り,部 下の間で共通 の理解に凝固 し うるか ど うかを問題 にす る。その最 も有
くの

効 な方 法 は,フ オ レ ッ ト女 史 と同 じ く部 下 の 参 加 で あ る とい エ,権 限 の行 使

は,「 説 得 に よる団結 」 を もた ら し うる もので なけれ ば な らな い と説 く。 し

か し,個 人 的 支 配 力 と権 限 とは きわ め て類 似 してい る。 これ を 明 らか にす る

た めに は,「 管 理 」 の なか に おけ る個 人 の もつ 支 配 力 に つ い て検 討 を 加 えね

ぽ な らない とす る。 以 上 の諸 見解 で 判 る よ うに,「 リー ダ ー シ ヅプ 論」 に お

け る 「資性 論 」 的 な考察 が 背 面 に押 しや られ て いてむ しろ 「技 法 論 」 的 な視

点 か ら接 近 して い る とい うべ きで あ ろ う。 した が って,経 営者 にの み焦 点 を

合 わ して い る ので は な くて,労 働 者 の 立 場 を 積 極 的 に と り入 れ,い わ ゆ る

「管 理 」 の情 況 の なか で リー ダー シ ップを 問題 と して い る ので あ る。 この よ

うな視 点 が 「民主 的社 会 」 に おけ る統 治者 と大 衆 との関 係 に通 ず る もの で あ

り,民 主 的 リー ダー シ ップへ の緒 口 とな る考 察 とな って い る。

彼 は 民主 的 リー ダー シ ヅプ と して の管 理 につ いて リー ダー の職務,リ ー ダ

(1)

(2)

(3)

(4)

拙 著,前 掲 書P.189.

0.Tead,Aaministrationp.124.

0.Tead,ヱ'heArtoゾLea4ership1935.ChepterVII.

0.Tead,A4ministretion,p.130.
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くめ
一の道徳的立場,お よび リー ダーの象徴的存 在の3つ か ら説 明 してい る。民

主 的 リー ダー とは,部 下 が忠誠を示 し うるよ うな組織 の 目的を樹 て,つ ねに

部下 が仕事か ら刺戟を うけ,成 果の分配に参加 で き,部 下が直接 的,短 期的

利 益 に とらわれず に社 会の発展に結びつ く方 向に導 き,個 人 および集 団 とし

て各人 に 自己成 長の機会 を与 え,従 属関係に甘んず る態 度を矯 め,そ して 自己'

実現 と自己超越 との調和 に努力す ることにあ るとい う。 また,リ ーダーの道

徳 的立場 とは,部 下の人格 的要求 を うけ入れ,こ れ を最大 の関心事 とす るこ

とであ り,こ の よ うな リー ダーの 責 任は 組織 を 通 じて 果 され るので あ るか
ガ　　

ら,組 織 体 そ れ 自体,道 徳 的 な意 味 を もつ事 実 と考 え て い る。そ して象 徴 と

して の リー ダー とは,部 下 に対 して親 愛 の情 を も って接 触 し,そ の接 触 の な

か か ら彼 らに 生 気 を与 え る存 在 を意 味 してい る。

これ ら3つ の リー ダーは,「 リー ダー シ ップ論 」 に おけ る 「資性 論 」 に相

当 す る し,リ ー ダー シ ップの 本質 を説 明す る もの とい って よい。 リー ダーの

人 格 を離 れ て,リ ー ダー シ ップを論 ず る こ とは 出来 な いが,経 営 者 の行 為 お

よび態 度 は,他 の 局 面,す なわ ち 組織 又 は制 度 と して具 現 され て い な けれ ば

な らな い 。次 に 述 べ る人 事 管 理 お よび労 使 協調 は,リ ー ダー シ ップを具 体 的

な もの と して の 吟味 で あ る。

(5)0.テ イ ー ドの 「人 事 管 理 」 と 「労 使 協 調 」 論

0.テ ィー ドに拠 る まで もな く,人 事 管 理 は第1次 世 界 大 戦 以後 に おい て

展 開 され た ひ とつ の 領 域 で あ るが,既 に彼 が ヘ ン リー ・C・ メ トカ ー フ

(HenryC.Metcalb)と の 共 著 「人事 管 理 」(-PersonnelAaministmtion,

1920)の 内容 が示 して い る よ うに,採 用,健 康 お よび安 全,調 査,報 酬 お よ

び労 使 関 係 な ど,人 事 に 関す る個 別 的 な問題 を取 り扱 うものが多 い 。 しか し

そ れ 以後 の人事 管 理 は,単 な る個 別 的 問題 の 処理 とい うよ りも,企 業 な る組

(1)Ibid.,P.136-140.

(2)Ibid.,p.
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織 体 の成 員全体,言 いか えれば組織 体のモ ラールを問題 にす るよ うに展開 し

てい る。

勿論 いわ ゆ る人 間関係研究は 小集 団に 関す る考察が 主で あ ったけれ ど

も,小 集 団か ら集団相互 間,そ して組織体 のモ ラールへ と視野 を拡げ,か つ

労 使関係 への アプ ローチに まで及んだのであ る。 テ ィー ドは 「管理論」の 冒

頭 で 「組織 の諸 目的」を論 じてい るのであ るが,組 織 体 と個人 との一致をは

か るための 「管理 」の対象は個人に向け られ るのではな くて,社 会的組織 と

しての成員全体であ った のだか ら,人 事管理が 「管 理全 般」 のひ とつの領域

であ るに して も,こ の管理 の 「場」は全体に及ぼ ざるを得ない。 したが って

彼 の 「管理の人間的局面」 の考察は,当 然 「労使 協調 」論に まで発展せ ざ る

を得ないのであ る。
でユラ

彼 は人事管理を定義 して次 の3つ の点を指摘 している。す なわ ち,第1に

管理全般 の一局面であ るとい うこと,第2に 特定の経営者の積極的 な努力で

あ る とい うこと,そ して第3は 最 も優れ た科学的知 識の応用分野で ある とい

うこと,これ らであ る。第3の 意味は,い わゆ る人間関係研究 の成 果を摂取す

る ことで あ り,ま たそ の 実践的 展開で ある ことを 示 してい る。 彼 の 「管理

論」において最 も多 く人 間関係研究の成 果が導入 されてい る ところである。

しか し,第1お よび第2と の関連において,管 理全般 の一局面であ り,か つ

人事 部 とい うス タツフ活動 なので あ るか ら,果 して彼 の主張す るよ うな 「人

事管 理」を考 え ることが 出来 るか ど うか吟味を要す る点であ る。

彼 に したが えば,人 事管理担 当者 お よび部門は次の12項 目にわ たつて責任

を もつ もの とされ てい る。 ① 管 理全般 を諸 目的に統合す る動的 な影響力を

発 揮 し,② 既 定の方針,方 法 な どの人 間関係に及 ぼ した諸結果に注意をす

る 「管理 の良心」の役割 を果 し,③ 成 員の人格的要求 に関心 を抱かせ るス

タツフ部門であ り,④ 人間関係に関す る科学的知識を導 入す る代表者 とし

て,⑤ 情報や ユ ミュニケーシ ョソの組織 者 お よび調整者 と して,⑦ 組織

(1)0.Tead,・4dministratzon,P.145.
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体は成 員の 「生涯 の発展」を可能 にす る責任があ るとい う見解の代 弁者 とし

て,⑧ 労 働者 の態 度や欲求 な どにつ いて経営幹部に対す る説 明者 として,

⑨ 教育訓 練につ いての発案者 と監督者 として,⑩ 労使関係の交 渉な どにつ

いて中心的役割 を果す責任者 として,⑪ 自生的 な集 団関係や情 感の指導者

お よび解説者 として,そ して最後に ⑫ 組織体 の福利 厚生に影響 を与 える地.
ぐユノ

域社会関係 との接 触者 としての職責があ るとい う。

彼は,以 上の12項 目にわた る職責が悉 く米国に おけ る企業 において採用 さ

れ,実 行 されてい るとは言ってい ない。 しか し,こ れか らの人事管理 が,こ

の よ うな範 囲に展開 していきつ 瓦あ ると述べてい る。

彼 が 自問 自答 してい るよ うに,労 働者の代弁者 で もない し,労 使 間の仲介

者で も ない し,彼 ら自身の 努力だけで 友好 関係を樹 立 す ることも 出来ない

し,さ らに,ラ イ ンか ら人 間関係問題を引 きはな して背 負い込む ことも出来
く　ノ

ない 。 した が って,彼 が12項 目にわ た る範 囲 で人 事 管 理 が 展 開,拡 大す る と

い うのは 若 干行 きす ぎの 見 解 とい エ うるの で は な い だ ろ うか 。 経 営 の 民主

化,あ るいわ 民 主 的 リー ダー シ ップの推 進 とい う問 題 は,ス タ ッ フ活 動 とい

うよ りも,ラ イ ソの 問題 で あ って,こ れ を 強化 す るた め の調 査 研究 や 助 言 勧。

告 の役割 に 止 ま る もの で あ る。 故 に,ラ イ ソの リー ダー シ ップ の強 化 のた め

に,ス タ ッフの活 動 が いか に あ るべ きか 冥人 事 管 理 の課題 で あ る。 同時 に,

各 レベル の ス タ ッフが共 通 の理 念 な い し方 針 で如 何 に適 切 な活 動 を行 い うる

か とい う,ス タ ッフ部 門 自体 の問題 もあ ろ う。

テ ィー ドは,今 後 重 要 とな るべ き人 事管 理 上 の問 題 点 を い くつ か 指 摘 して

い る。 ひ とつ は,個 々の管 理 者 の職 務 分 析 を 完全 かつ 最 も新 しい 形 で作 る必

要 が あ る とい うこ とで あ り,人 事 管 理 上 の 責 任 が大 に なれ ば な るほ ど必要 性

が あ る とい う。 も うひ とつ は,人 事 方 針 な どを文 書 化 し,そ して 公 表す べ き

こ とを 強調 して い る。 以 上2つ の こ とは 至極 当 然 の こ とで あ っ て殊 更 強調 す

(1)Ibid.,P.146-7.

(2)Ibid.,P.151-2.
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る まで もない よ うな ことであ り,既 に今 日大企業 では実施 しつ 瓦あ る とこ

ろであ る。

次 いで彼は技術革新に伴 ない必要 とな る人事管理上 の問題 と して,解 雇手

当,年 間賃銀保証制 お よび事前 協議制 な どに触れ ている。 これ らも戦後急速

に普及 してい ることであ って 目新 しい ことではない。 このほか厚生基金,集

個 保険 および年金計画 も挙げ ているが,こ れ らに関連 して公 的ない し法的な

制 度上の変化 に会社の政策を即応 させ る必要性を指摘 してい る。工 場の移転

や 新設に伴 う配置転換 の問題 や地域社 会 との関係 な どに も言及 してい るが今

日吾国で も現実 に起 りつxあ る問題 であ るか ら紹述す るまで もない ところで

.ある。彼が最後に指摘す るのは,労 使共 同生産委員会制の如 き機関 が普及 し

てい くで あろ うとい うことであ る。 この よ うな機関は次に述べ る労使協調 の

一形態 であ って
,人 事管理 の領域のみの問題 とはい えない。

前述 の如 く,人 事管理 が個別 的な問題 の処理 を行 うことか ら,組 織 体 の成
鴨

員 全体を対象 とす る方 向に展開す るとい ったが,彼 が指 摘 した今後起 って く

る重要問題 は悉 くそ の よ うな方向ない し範囲に あ るもの とい って よい。 しか

しこの よ うな問題が人事管理 とい うよ りも労使関係 のなかで協議 され るべ き

ものであ る。 したが って,人 事管理のなか に労使関係を含む として も,そ の

比 重は一層大 き くな るで あろ うか ら旧来人事管理が細分化 されつ 玉あつ たが

今 後はひ とつ の転換 期を迎 え ることにな るといわ ざるを得 ない。

それは とも角 と して,組 織 体 の成 員をいか にすれぽ確 固た る一体感を もた

しめ ることが 出来 るか 父人事管理ない し労使関係の最 も重要 な課題 とな って

くる。 しか し,こ エで指 摘 しなければな らない ことは,管 理が民主 的 リーダ

ー シ ップ として発 揮 され ているな らぽ,労 使協調のため基盤が 出来上 ってい

るのであ るか ら,労 使関係 をき り離 して論ず る理 由はない。吾国におけ る労

使 関係の問題 は ともすれば,管 理全般 とは異 なるもの と して論ぜ られ ること

が多 く,し たが って,管 理 のあ り方と労使関係 とか不調和 の ま瓦であ って,

何 れの問題 も根本 的に解決 されないので ある。
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テ ィー ドは労使協調 の問題 点 と して,労 使 双方に ① 積極 的な意欲,② 良

心的 な決意,③ 相互信頼,④ 交渉に対す る熱意,⑤ 機関 お よび手続 を作成

す る努力,⑥ 生産性向上 のための訓練,⑦ 成果配分 への参 加の7つ を挙げ

てい る。 これ らの項 目の うち,民 主 的 リー ダーシ ップの問題 もあ る し,制 度

や手続に関す る問題 もあ る。要す るに,労 働者が広義 の経営参加す るとい う

ことに よって,経 営者 と一体 となる基盤 を もつ のであ って,そ の ことが組織

体 の在 り方を,民 主 的 リー ダーシ ップない し労使 協調機関 を媒 体に して 「民

主 的社会」へ のつなが りを もつ と述べ ている。心理 的に も,経 済的に も,政 一

治的に もあ るいは論理 的に も,労 使 協調 の意義が説 明され ているが,「 民主

的社会」の理想像 を先 立て る議論 の憾みがあ る。

また,彼 は別の箇所 で 「一世代あ とには,数 ケの階層 の管理者 お よび監 督

者,労 働者は直接又 は組合役員を通 じ,そ して 消 費 者 も,そ れ ぞれ の代 表

を取締役会 に参加 させ る ことが通常の ことになる と予言す る。」 と述べて い
くの

る。民 主 々義 の国 と難 も ドイ ツに お け る共 同決 定 法 の如 き傾 向が強 め らる と

考 え られ るのか ど うか疑 問 を もつ 。W.F.ホ ワイ トが 述 べ てい る よ うに,「
く　ノ

文化 的相違 の強 い影響」を無視す ることが出来ないか らであ る。む しろ労働

協約の範 囲が拡大す る ことに よって,実 質的な経営参加 の途を辿 るのではな

いだ ろ うか。彼は,民 主的社会の原理 が個 々の組織体 に も同 じよ うに実現 さ

れてい くことを信念 としてい ることを認め ると して も,経 営 の民主化は,そ

れな りに固有の展開を とげ るもの と考 え られ る。

(1)Ibid.,P.190.

(2)W・Fvホ ワ イ ト著 「組 織 と 人 間 」 桜 井 信 行 訳p・12.




